
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

一

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

二

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

（
水

産

課
）

三

�
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

（
河
川
砂
防
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建

築

課
）

四

公

告

�
歯
科
技
工
士
試
験
の
実
施

（
医
務
国
保
課
）

�
平
成
十
五
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
変
更

（
農

政

課
）

五

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
三
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意

（

〃

）

六

�
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

�
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

七

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（

〃

）

教
育
委
員
会
公
告

�
平
成
十
六
年
度
香
川
県
立
学
校
寄
宿
舎
指
導
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

九

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

●
香
川
県
告
示
第
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

第 ２ 号

平 成１６年

１月９日（金曜日）

告

示

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
一
一
、
一

医
療
法
人
社
団

タ
カ
シ
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団

タ
カ
シ
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

観
音
寺
市
坂
本
町
三
丁
目
七
番
二

一
号

平
成
一
五
、
一
二
、
六

漆
川
歯
科
医
院

漆
川

拓
郎

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
大
野
原
三

八
一
六
番
地
一

休

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
三
、
四
、
二

井
上
歯
科
医
院

井
上

千
恵
子

坂
出
市
府
中
町
六
〇
五
四
―
三

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

一



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
一
〇
、
三
一

タ
カ
シ
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

昌
山

孝

観
音
寺
市
坂
本
町
三
丁
目
七
番
二

一
号

平
成
一
五
、
九
、
一
二

入
江
歯
科
医
院

入
江

道
夫

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
八
〇
四
番
地

平
成
一
五
、
一
一
、
三
〇

さ
く
ら
歯
科
医

院

内
海

和
幸

仲
多
度
郡
多
度
津
町
北
鴨
二
丁
目

一
〇
番
地
一
ジ
ャ
ス
コ
イ
オ
ン
タ

ウ
ン
多
度
津
Ｓ
Ｃ

Ａ
―
一

平
成
一
五
、
一
二
、
五

漆
川
歯
科
医
院

漆
川

玲
子

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
大
野
原
二

〇
一
九
―
二

平
成
一
五
、
一
〇
、
三
一

秋
山
歯
科
医
院

秋
山

正
孝

観
音
寺
市
流
岡
町
五
五
九
番
地

平
成
一
五
、
一
一
、
一
三

塩
田
歯
科
医
院

塩
田

覚

三
豊
郡
豊
中
町
本
山
甲
一
四
九
六

番
地

平
成
一
五
、
八
、
三
一

小
川
歯
科
医
院

小
川

正
治

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
七
八
四
番
地

平
成
一
五
、
一
一
、
一

谷
口
薬
局

谷
口

輝
明

小
豆
郡
内
海
町
草
壁
本
町
一
八
六

―
一

平
成
一
五
、
一
二
、
九

株
式
会
社
高
木
兄
弟

商
会
福
祉
用
具
貸
与

事
業
部

観
音
寺
市
出
作
町
六

〇
六
番
地
の
一

株
式
会
社
高
木
兄
弟

商
会

観
音
寺
市
出
作
町
六

〇
六
番
地
の
一

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
二
、
四
、
一

飯
山
町
社
会
福
祉
協

議
会

綾
歌
郡
飯
山
町
下
法

軍
寺
五
八
一
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
飯
山

町
社
会
福
祉
協
議
会

綾
歌
郡
飯
山
町
下
法

軍
寺
五
八
一
番
地
一

訪
問
介
護

平
成
一
五
、
一
一
、
一

医
療
法
人
社
団
タ
カ

シ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

観
音
寺
市
坂
本
町
三

丁
目
七
番
二
一
号

医
療
法
人
社
団
タ
カ

シ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

観
音
寺
市
坂
本
町
三

丁
目
七
番
二
一
号

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
一
二
、
一
五

居
宅
介
護
支
援
介
護

く
ん

三
豊
郡
豊
中
町
本
山

甲
一
三
四
四
番
地

本
山
タ
ク
シ
ー
株
式

会
社

三
豊
郡
豊
中
町
本
山

甲
一
三
四
四
番
地

居
宅
介
護
支
援

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
一
一
、
三
〇

医
療
法
人
社
団
慈
愛

会
阿
部
内
科
医
院

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

牟
礼
一
一
四
七
番
地

五

医
療
法
人
社
団
慈
愛

会
阿
部
内
科
医
院

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

牟
礼
一
一
四
七
番
地

五

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
六
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
仁
尾
町
漁
業
協
同
組
合
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
甲
一
八
五
番
地
一

大
平

保
利

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
丁
二
六
九

小
山

栄
一
郎

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
丁
一
六
九

宮
本

栄
治

二

加
入
区
の
名
称

仁
尾
加
入
区

三

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

仁
尾
町
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
告
示
第
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
高
松
土
木
事
務
所
管
理
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
並
び
に
同
地
番
に
介
在
す
る
道
路
敷
及
び
水
路
敷
（
別
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

平
成
一
五
、
一
〇
、
三
一

徳
田
眼
科

坂
出
市
文
京
町
一
丁

目
一
番
一
五
号

徳
田

敬
直

坂
出
市
文
京
町
一
丁

目
一
番
一
五
号

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
一
二
、
五

漆
川
歯
科
医
院

三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
大
野
原
二
〇
一
九

―
二

漆
川

玲
子

三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
大
野
原
二
〇
一
九

―
二

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
一
〇
、
三
一

秋
山
歯
科
医
院

観
音
寺
市
流
岡
町
五

五
九
番
地

秋
山

正
孝

観
音
寺
市
流
岡
町
五

五
九
番
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
一
一
、
一

谷
口
薬
局

小
豆
郡
内
海
町
草
壁

本
町
一
八
六
の
一

谷
口

輝
明

小
豆
郡
内
海
町
草
壁

本
町
一
八
六
の
一

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
二
、
三
、
三
一

飯
山
町
社
会
福
祉
協

議
会

綾
歌
郡
飯
山
町
川
原

一
一
一
二
―
五

社
会
福
祉
法
人
飯
山

町
社
会
福
祉
協
議
会

綾
歌
郡
飯
山
町
川
原

一
一
一
二
―
五

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

平
成
一
五
、
八
、
二
六

有
限
会
社
松
岡
工
営

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

名
一
一
三
〇
―
四

有
限
会
社
松
岡
工
営

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

名
一
一
三
〇
―
四

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
五
、
一
〇
、
三
一

タ
カ
シ
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

観
音
寺
市
坂
本
町
三

丁
目
七
番
二
一
号

昌
山

孝

観
音
寺
市
坂
本
町
三

丁
目
七
番
二
一
号

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
五
、
九
、
一
二

入
江
歯
科
医
院

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町

八
〇
四
番
地

入
江

道
夫

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町

八
〇
四
番
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

区
域
名

郡
市
名

町

名

大

字

字

名

地

番

落

合

香
川
郡

塩
江
町

安
原
上
東

八

丁

四
九
九
番
一
、四
九
九
番
三
、四
九
九
番
四
、

五
〇
〇
番
一
、五
〇
〇
番
二
、五
〇
一
番
二
、

五
〇
二
番
一
、
五
〇
四
番
一
、
五
〇
五
番
、

五
〇
六
番
一
か
ら
五
〇
六
番
三
ま
で
、
五
〇

六
番
五
、
五
一
三
番
一
、
五
一
三
番
二
、
五

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

三



（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
高
松
土
木
事
務

所
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

善
土
指
道

第
十
四
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

三

指
定
道
路
の
位
置

善
通
寺
市
櫛
梨
町
字
長
塚
六
七
二
―
二
、
六
九
二
―
一
、
六
九
二
―
四
、
七
二

三
―
六
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

一
二
・
三
八
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

善
土
指
道

第
十
五
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

三

指
定
道
路
の
位
置

仲
多
度
郡
琴
平
町
苗
田
字
徳
女
五
五
五
―
二
、
五
六
〇
―
二
、
五
七
三
―
一
及

び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
及
び
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
〜
七
・
一

〇
メ
ー
ト
ル

延
長

八
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
号

歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
歯
科
技
工
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

試
験
期
日

１

学
説
試
験

平
成
十
六
年
三
月
二
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

２

実
地
試
験

平
成
十
六
年
三
月
三
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

二

試
験
場
所

１

学
説
試
験

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇
番
三
五
号

香
川
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

２

実
地
試
験

高
松
市
錦
町
一
丁
目
九
番
一
号

香
川
県
歯
科
技
術
専
門
学
校

三

試
験
科
目

１

学
説
試
験

が
く

く
う

歯
科
理
工
学
、
歯
の
解
剖
学
、
顎
口
腔
機
能
学
、
有
床
義
歯
技
工
学
、
歯
冠
修
復
技
工
学
、
矯
正

歯
科
技
工
学
、
小
児
歯
科
技
工
学
及
び
関
係
法
規

２

実
地
試
験

歯
科
技
工
実
技

四

受
験
資
格
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
平
成
十
六
年
三
月
に
卒
業
す
る

見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

一
三
番
六
、五
一
三
番
七
、五
一
三
番
一
二
、

五
一
三
番
一
七
、
五
一
五
番
一
、
五
一
七
番

七
、
二
五
〇
〇
番
六
、
二
五
〇
〇
番
七
、
二

五
〇
〇
番
一
八
、
二
五
〇
〇
番
二
〇
、
二
五

〇
〇
番
二
一

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

四



２

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
平
成
十
六
年
三
月
に
卒
業
す

る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

３

歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

４

外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
歯
科
技
工
士

の
免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
１
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の

五

受
験
手
続

１

提
出
書
類

�

受
験
願
書

�

受
験
資
格
を
証
明
す
る
書
類

�

四
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
者
は
、
卒
業
（
見
込
）
証
明
書

卒
業
見
込
証
明
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
十
六
年
三
月
十
七
日
（
水
曜
日
）
ま
で
に
卒
業

証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

�

四
の
３
に
該
当
す
る
者
は
、
歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

�

四
の
４
に
該
当
す
る
者
は
、
外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒

業
し
、
又
は
外
国
で
歯
科
技
工
士
の
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

�

写
真（
手
札
形
台
紙
付
と
し
、出
願
前
六
箇
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
、

そ
の
裏
面
に

シ
ギ

の
記
号
、
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
）

２

試
験
手
数
料

三
六
、
○
○
○
円（
三
六
、
○
○
○
円
に
相
当
す
る
額
の
香
川
県
証
紙
を
受
験
願
書
に
は
り
付
け
、

消
印
は
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
小
豆
島
を
除
く
島
し
ょ
部
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
、
郵

便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
に
よ
り
受
験
願
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、
香
川
県
証
紙
に
代
え
て
額

面
三
六
、
○
○
○
円
の
郵
便
為
替
を
同
封
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
）

３

受
験
願
書
の
提
出
先

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課

４

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
二
月
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で

な
お
、
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
信
書

便
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

六

合
格
者
の
発
表

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
に
、
香
川
県
庁
東
館
正
面
玄
関
横
掲
示
板
に
合
格
者
の
受

験
番
号
を
掲
示
し
て
発
表
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

七

そ
の
他

１

受
験
願
書
を
受
付
後
、
受
験
票
を
交
付
す
る
。

２

受
験
手
続
等
に
つ
い
て
の
不
明
な
点
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
総
務
・
医
事
グ
ル
ー

プ
（
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
三
二
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
五
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年

香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
八
号
で
公
告
し
た
平
成
十
五
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
う
ち
綾
上
町
、
仲
南

町
、高
瀬
町
及
び
豊
中
町
が
行
う
調
査
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

調
査
を

行
う
者

の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

摘

要

綾
上
町

綾
歌
郡
綾
上
町
大
字
枌
所
西
、
大
字
山
田
上
、

大
字
東
分
の
一
部
及
び
大
字
山
田
下
の
一
部

平
成
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

数
値
情
報
化

仲
南
町

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
七
箇
、
大
字
塩
入
及
び

大
字
十
郷
の
一
部

〃

数
値
情
報
化

高
瀬
町

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
麻
、
大
字
上
麻
、
大
字

佐
股
及
び
大
字
羽
方
の
一
部

〃

数
値
情
報
化

豊
中
町

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
比
地
大
、
大
字
下
高
野
及

び
大
字
岡
本
の
一
部

〃

数
値
情
報
化

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

五



良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
一
宮
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地
改

良
事
業
荒
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
ぬ
き
市
が
土
地
改
良
事
業
（
農
村
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
八

替
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
同
意
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ
市
が
土

地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
・
ほ
場
整
備
事
業
）
石
引
北
地
区
）
計
画

を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
同
意
し
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

木
太
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

大
見

繁
義

高
松
市
木
太
町
一
九
一
四
番
地
四

平
成
一
五
、
九
、
三
〇

〃

木
村

保
男

〃

〃

二
三
九
四
番
地
二

〃

〃

岡
田

武

〃

〃

三
三
一
五
番
地

〃

〃

岩
井

利
博

〃

〃

一
〇
六
番
地

〃

〃

一
里
山
信
儀

〃

〃

三
五
二
〇
番
地
一

〃

〃

葛
西

浩

〃

〃

四
二
〇
五
番
地
二

〃

〃

小
西

輝
雄

〃

〃

四
一
六
七
番
地

〃

〃

南
原

正
剛

〃

〃

三
〇
一
三
番
地

〃

〃

小
泉

繁
幸

〃

〃

二
四
五
九
番
地

〃

監

事

遠
藤

敏
治

〃

〃

二
八
三
四
番
地
四

〃

〃

松
原

毅

〃

〃

三
七
四
六
番
地

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
岡
山
地
区

〃

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
新
池
地
区

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

高
松
市
円
座
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
上
所
上
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
川
向
下
地
区

高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
小
山
地
区

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

六



〃

脇
谷

正
美

〃

〃

二
一
〇
五
番
地
四

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

大
見

繁
義

高
松
市
木
太
町
一
九
一
四
番
地
四

平
成
一
五
、
一
〇
、
七

〃

遠
藤

敏
治

〃

〃

二
八
三
四
番
地
四

〃

〃

岡
田

武

〃

〃

三
三
一
五
番
地

〃

〃

葛
西

浩

〃

〃

四
二
〇
五
番
地
二

〃

〃

小
西

輝
雄

〃

〃

四
一
六
七
番
地

〃

〃

木
下

光
士

〃

〃

二
三
四
四
番
地
一

〃

〃

松
原

國
利

〃

〃

三
五
三
四
番
地

〃

〃

奥
村

勲

〃

〃

三
〇
八
一
番
地
一

〃

監

事

脇
谷

正
美

〃

〃

二
一
〇
五
番
地
四

〃

〃

小
泉

繁
幸

〃

〃

二
四
五
九
番
地

〃

〃

小
河

明
廣

〃

〃

三
〇
四
〇
番
地
一

〃

●
香
川
県
公
告
第
十
二
号

丸
亀
市
か
ら
香
川
中
央
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
三
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
川
津
町
字
井
手
ノ
上
三
〇
四
―
三

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
二
番
八
四
号

森

佐
紀
子

森

俊
介

●
香
川
県
公
告
第
十
四
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
川
津
町
字
二
代
取
四
九
七
二
―
一

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
二
二
二
番
地
一
五

新
居

浩
一

新
居

幸
主
な
職
務
内
容

県
立
学
校
の
寄
宿
舎
に
お
い
て
、
児
童
及
び
生
徒
の
養
育
に
従
事
す
る
。

採
用
予
定
人
員

１
名

教
育
委
員
会
公
告

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
１
号

平
成
１６
年
度
香
川
県
立
学
校
寄
宿
舎
指
導
員
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
１６
年
１
月
９
日

香
川

県
教

育
委

員
会

１
試
験
の
目
的

こ
の
試
験
は
、
平
成
１６
年
度
の
香
川
県
立
学
校
寄
宿
舎
指
導
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
の
選
考
資
料
を

得
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

２
採
用
予
定
人
員
及
び
主
な
職
務
内
容

３
出
願
資
格

学
校
教
育
法
第
９
条
及
び
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

七



日
程受

付

適
性

検
査

筆
記
試
験
（
専
門
教
養
）

筆
記
試
験
（
作
文
）

面
接

試
験

８
：
４０
～
９
：
００

９
：
１０
～
１０
：
００

１０
：
１０
～
１１
：
１０

１１
：
２０
～
１２
：
１０

１３
：
００
～
１６
：
００

試
験
期
日

平
成
１６
年
２
月
５
日（
木
）

	
最
終
学
校
成
績
証
明
書
：
必
ず
発
行
者
が
厳
封
し
た
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。



健
康
診
断
書
：
所
定
の
用
紙
に
、
国
公
立
病
院
で
受
診
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
返
信
用
封
筒
：
選
考
結
果
の
郵
送
通
知
に
用
い
る
の
で
、
定
型
封
筒（
１２
�
×
２３
．５
�
）に
、

９０
円
切
手
を
貼
り
、
出
願
者
の
郵
便
番
号
等
宛
名
を
明
記
し
た
も
の
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

イ
提
出
先

出
願
者
は
、
提
出
書
類
を
全
て
、
香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
高
校
教
育
課
長（
〒
７６０
－
８５８２

高
松
市
天
神
前
６
番
１
号

香
川
県
天
神
前
分
庁
舎
）
あ
て
、
持
参
又
は
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
送
付
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
左
下
隅
に
「
寄
宿
舎
指
導
員
採
用
願
書
在
中
」
と
朱
書
し
て

く
だ
さ
い
。

�
出
願
期
間

平
成
１６
年
１
月
１６
日
（
金
）
か
ら
平
成
１６
年
１
月
３０
日
（
金
）
ま
で
（
土
、
日
は
除
く
。
）

受
付
時
間
は
、
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
１５
分
ま
で
で
す
。

な
お
、
送
付
（
書
留
郵
便
等
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
が
望
ま
し
い
。
）
の
場
合
は
、
平
成
１６

年
１
月
３０
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
（
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
。

�
出
願
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項

ア
提
出
書
類
が
不
備
な
と
き
は
受
け
付
け
な
い
の
で
、
不
備
の
無
い
よ
う
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

イ
提
出
さ
れ
た
書
類
は
、
返
還
し
ま
せ
ん
。

ウ
身
体
に
障
害
が
あ
る
者
の
受
験
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
内
容
や
程
度
に
応
じ
て
、
受
験

教
室
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
ほ
か
試
験
内
容
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

６
選
考
結
果
の
通
知

選
考
結
果
に
つ
い
て
は
、
平
成
１６
年
３
月
中
旬
に
受
験
者
全
員
に
通
知
す
る
予
定
で
す
。

７
待
遇

�
給
与

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２９
年
香
川
県
条
例
第
８
号
）
に
基
づ
き
、
高
等
学

校
等
教
育
職
給
料
表
１
級
を
適
用
し
ま
す
。

て
、
次
の
条
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
者
と
し
ま
す
。


短
期
大
学
卒
業
以
上
の
学
歴
を
有
す
る
者

�
昭
和
４４
年
４
月
２
日
以
降
に
出
生
し
た
者

４
試
験
の
内
容
、
期
日
及
び
場
所

�
試
験
の
内
容

出
願
者
全
員
に
対
し
て
、
適
性
検
査
、
筆
記
試
験
（
専
門
教
養
・
作
文
）
及
び
面
接
試
験
を
行
い

ま
す
。

専
門
教
養
は
、
障
害
児
教
育
に
関
す
る
問
題
を
中
心
に
出
題
し
ま
す
。

�
試
験
の
期
日
等

�
試
験
の
場
所

香
川
県
教
育
セ
ン
タ
ー
３
階
第
３
研
修
室
（
香
川
県
高
松
市
西
宝
町
２
丁
目
４
－
１８
）

な
お
、
試
験
期
日
に
、
試
験
場
所
へ
の
自
家
用
車
の
乗
り
入
れ
は
禁
止
し
ま
す
。

�
試
験
の
準
備
物

通
常
の
筆
記
用
具
の
ほ
か
、
適
性
検
査
用
と
し
て
必
ず
Ｈ
Ｂ
鉛
筆
を
２
本
以
上
準
備
し
て
く
だ
さ

い
。

５
出
願
手
続
及
び
出
願
期
間

�
出
願
手
続

ア
提
出
書
類


願
書
：
所
定
の
用
紙
に
、
「
願
書
記
入
上
の
注
意
事
項
」
を
よ
く
読
ん
で
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

�
最
終
学
校
卒
業
証
明
書
：
卒
業
見
込
者
は
、
卒
業
見
込
証
明
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）
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●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

一

政
党
の
支
部

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

自
由
民
主
党
香
川
県
第
一
選
挙

区
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

高
松
市
古
新
町
四
―
三

高
松
市
福
岡
町
三
―
一

二
―
一
七

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
さ
ぬ
き
内
航
海
運
支
部

政
治
団
体
の
名
称

片
山
け
い
じ
後
援
会

圭
信
会

�
勤
務
時
間
、
休
暇
等

公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
７
年
香
川
県
条
例
第
８
号
）
に
基

づ
き
、
１
週
間
当
た
り
４０
時
間
勤
務
で
、
年
次
休
暇
、
特
別
休
暇
等
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

８
そ
の
他

�
出
願
者
の
受
験
番
号
は
、
試
験
の
当
日
、
試
験
の
会
場
に
掲
示
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
こ
の
た

め
、
受
験
票
は
、
発
行
し
ま
せ
ん
。
願
書
の
受
付
を
確
認
し
た
い
方
は
、
自
己
の
郵
便
番
号
等
宛
名

を
明
記
し
た
官
製
は
が
き
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
平
成
１６
年
度
香
川
県
立
学
校
寄
宿
舎
指
導
員
採
用
選
考
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局

高
校
教
育
課

人
事
グ
ル
ー
プ

〒
７６０
－
８５８２

高
松
市
天
神
前
６
番
１
号

香
川
県
天
神
前
分
庁
舎

電
話
番
号
０８７
－
８３２
－
３７５１

（
直
通
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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平
成
十
六
年
一
月
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（
第
九
〇
九
六
号
）

一
〇


